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【運用について】
　鶴見区将来ビジョンの適用期間は５年とのことであり、そ
の間、ＰＤＣＡサイクルを適切に回していただきたい。

・ 運営方針の進捗管理に際してＰＤＣＡサイクルを回し、区政
会議委員の皆様のご意見も伺いつつ、継続的に施策・事
業の改善に取り組み、常に向上を図っていきます。

【SDGｓの周知方法について】
　またＳＤＧｓの周知については、チラシなどを活用されては
どうか。

・ ＳＤＧｓについては、まずは区民の方一人ひとりにとって身
近なものであることをご理解いただく必要があります。理解
促進のため、引き続き広報紙などでも周知するとともに、チ
ラシなども活用していきます。

・ ご指摘のとおりであると考えています。

・ 施策や事務事業評価を的確に実施するためには、現在用
いている指標が客観的な成果指標になっているか、また指
標の評価基準が一面的・画一的なものになっていないかな
ど、継続的に検証を図りつつ、区政会議委員の皆様からの
アンケート結果など、さまざまな指標や項目などを複合的に
勘案し、適切な評価を実施していきます。

2 南畑委員
18
19

【施策評価について】
　施策評価では、区民アンケート結果を活用されているが、
それ以外の内容も加味したうえで、複合的な評価をすべき
ではないか。

政策推進

「鶴見区将来ビジョンの方向性」にかかる意見とその対応等について

【地域保健福祉部会】

対応や考え方等

1 桑名委員 政策推進
4
28
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1 吉永委員 －

【事業実施について】
　コロナウイルス感染症のため、昨年度は多くの取組みが
中止となったものの、今年度は実施する方向の取組みもあ
るとのことだが、鶴見区として事業実施可否の基準などはあ
るのか。

・ 当区における事業実施可否については、感染症対策を講
じることはもちろんのこと、大阪府が定めるイベントなどの開
催に係る開催制限の範囲内において各課・担当が事業の
内容・参加者などの特性・実態を踏まえ、個別具体的に実
施の可否を判断しています。

政策推進

「鶴見区将来ビジョンの方向性」にかかる意見とその対応等について

【こども教育部会】

対応や考え方等
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【情報発信について】
・鶴見区のホームページでは、調べたい項目にたどり着くこ
とが困難であり、改善が必要である。

・ ホームページの構成は原則として、大阪市政策企画室が
一元的に管理していますが、一部当区の裁量で管理でき
る部分があります。全市一元的管理では一定の制限がある
ため、直接対応できるものではないですが、具体例があれ
ば改善を要する声を届けます。当区にて裁量のある部分に
つきましては、予算等の制約もあることから、すぐに対応で
きるものと時間をかけて検討しなければならないものがあろ
うかと思いますが、改善に努めていきます。

・またリンク切れのコンテンツも見受けられる。 ・ リンク切れのコンテンツにつきましては、不十分な点があっ
たところはお詫びいたします。リンク切れが生じた場合は、
定期的に、また個別操作により、システム上にエラー表示さ
れることから、その都度、確認・修正しています。

・ リンク切れの事象発生とのタイムラグでご不便が生じたかも
しれません。今後ともリンク切れ事象を少なくするよう対応し
てまいりたいと考えています。

【SDGｓとの関連について】
・区役所が実施する事業について、SDGｓの推進を踏まえ、
今後は環境に重視した取組みに変えていくのか。

・ 区役所における多くの既存事業は、SDGｓの理念に関連し
ています。SDGsの理念に則した取組みを今後とも進めてい
きます。

・また区役所におけるSDGｓ推進に係る取組みが、各地域
や団体の活動に影響はあるのか。

・ 区役所の既存事業と同様に、各地域や団体にて実施され
ている各種取組みについても、SDGｓの理念と何らかの形
で関わっていることから、特段の影響はないと認識していま
す。

・ 区役所としましては、各種取組みがSDGｓの理念に適して
いるかを不断に考慮するとともに、地域の皆さまや各種団
体にも周知していくことが重要であると考えています。

政策推進

2 坂本委員 28 政策推進

「鶴見区将来ビジョンの方向性」にかかる意見とその対応等について

【防災・防犯部会】

対応や考え方等

1
鎮西委員
島崎委員

27
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「鶴見区将来ビジョンの方向性」にかかる意見とその対応等について

【防災・防犯部会】

対応や考え方等

【意見に対する対応について】
・区政会議での委員からの意見に対して、区役所として検
討するとの回答をしたにもかかわらず、検討結果を明らか
にしないまま立ち消えになった項目もあることから、申し送り
事項として対応いただきたい。

・ 区政会議でのご意見に対する区役所の検討事項などにつ
いては、「区政会議における主な意見の進捗状況」として概
ね１年単位にて検討事項に係る進捗状況などをご報告さ
せていただいております。

・ 欠落している項目がないかを改めて確認・徹底していきま
す。

・また、委員が代わった後には、過去にあった同種の質問
等が出ることもあり、会議時間の短縮や継続性の観点から
工夫が必要ではないか。

・ 過去に出された同種の質問等が繰り返しあることについ
て、円滑な会議の運営にあたって、ご指摘のとおり工夫が
必要であると考えられるため、対応を検討していきます。

3 島崎委員 － 政策推進
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